坂城ＷＡＺＡパワーアップ事業表彰実施要領
第１　趣旨

　この要領は、ものづくりに係る技能又は技術の高度化及び人材育成を目的に実施する坂城ＷＡＺＡパワーアップ事業の一環として、坂城町表彰規則（平成７年規則第16号）第５条及び第11条の規定により、優秀な技能者等を表彰することに関し、必要な事項を定めるものとする。
第２　表彰の区分

　表彰は、次の区分により行うものとする。

⑴　若年技能者奨励表彰

町内の事業所に勤務する23歳未満の者のうち、その技能が特に優秀と認められるものを対象とする。

⑵　優秀技能者表彰

町内の事業所に勤務する者のうち、その技能が特に優秀で他の模範と認められ、その技能を通じて産業の発展に寄与したものを対象とする。

⑶　卓越技能者表彰

町内の事業所に勤務する50歳以上の者（経営者を含む。）のうち、その技能が特に優秀で他の模範と認められ、かつ、技能者の指導育成に寄与したものを対象とする。

⑷　新技術・発明表彰

発明、考案、品種改良等による新技術の創出等を行った個人又はグループを対象とする。

第３　表彰基準

　受賞者は、前第２に掲げる区分に従い、次に規定する要件を充たすものとする。

⑴　若年技能者奨励表彰　技能検定２級相当以上の技能を有すること。

⑵　優秀技能者表彰　技能検定２級相当以上の技能を有し、その技能による事業所等への貢献が顕著と認められること。

⑶　卓越技能者表彰　技能検定２級相当以上の技能を有し、その技能による事業所等への貢献が顕著と認められ、かつ、後進技能者の指導又は教育訓練に携わり、技能者の育成に寄与していること。

⑷　新技術・発明表彰　特許、実用新案、品種登録等の登録がされていること又は新技術の採用による生産性の向上が顕著と認められること。

２　前項に定めるもののほか、勤務実績、日常行為等において、他の技能者の模範と認められることを要件とする。

第４　推薦手続

　受賞候補者は、受賞候補者が勤務する事業所又は次に掲げる団体（次項において「推薦者」という。）からの推薦を受けるものとする。

⑴　坂城町商工会

⑵　テクノハート坂城協同組合

⑶　その他産業関係団体

２　推薦者は、受賞候補者を町長に推薦しようとするときは、次に掲げる書類を提出するものとする。

⑴　調書　　　（様式第１－１号、様式第１－２号）　各１部
⑵　推薦理由書（様式第２号）　　　　　　　　　　　　１部

⑶　履歴書　　（様式第３号）　　　　　　　　　　　　１部

⑷　別記資料　（該当するもの）　　　　　　　　　　各１部
３　前項の規定により提出された書類は推薦者に返還しないものとする。ただし、返還を要する旨の意思表示があった場合は、この限りではない。

第５　受賞者の選考

　町長は、前第４の規定による受賞候補者の推薦があったときは、有識者等による選考会に諮問し、その答申を受けて受賞者を決定するものとする。

第６　表彰

　表彰は、毎年１回、原則として11月に行うものとする。

２　受賞者には、賞状を授与するものとする。

別記（第４関係）

　第４第２項第４号の資料は、次表に掲げる資料のうち、受賞候補者の最も高く評価されている技能の程度及び功績又は発明等に係る功労等を立証し、又は説明することができる必要最小限のものとする。
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